
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告 

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
〇
〇
〇
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。 

 

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

掲
載
紙 

官
報 

掲
載
の
日
付 

平
成
二
十
二
年
四
月
七
日 

掲
載
頁 

九
十
一
頁
（
号
外
第
七
十
五
号
） 

平
成
二
十
二
年
四
月
十
四
日 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
三
丁
目
三
番
六
号 

株
式
会
社
ト
ラ
ベ
ル
ア
イ 

 

代
表
取
締
役 

西
島 

善
治 

  

公
告
の
中
断
に
つ
い
て
の
追
加
公
告 

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日
午
前
三
時
五
十
五
分
頃
か

ら
午
前
五
時
三
十
分
頃
ま
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ト
ラ
ブ
ル
の
た

め
、
公
告
を
中
断
し
ま
し
た
。 


